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Ⅰ．はじめに

タバコ煙には約 200 種類もの人体に有害な物質が含ま

れており，発がん性物質として 64 種類の物質が特定さ

れている1）。非喫煙者であっても受動喫煙に長期間暴露

されることによって，動脈硬化性疾患や代謝性疾患，発

がんのリスクは高くなる2）。

日本では受動喫煙による年間死亡者が約 1万 5千人と

推計され，受動喫煙に関連する健康被害として，成人の

慢性疾患では，肺がん，虚血性心疾患，および脳卒中が

知られている。呼吸器への急性影響では，臭気・不快感

および鼻の刺激感がある。受動喫煙は，特に子どもは感

受性が高く影響を受けやすい。小児の喘息発症や喘息の

悪化，学童期の咳，痰，喘鳴，息切れや中耳炎，乳幼児

突然死症候群，う歯などの健康影響が知られており，子

どもに対しては受動喫煙の防止に向けて特に配慮する必

要がある3）–6）。また，中高生の半数以上は受動喫煙に不

快感を有しており7），子ども及びその親に対して，受動

喫煙についての教育や受動喫煙予防の啓発活動を行うこ

とが，受動喫煙の影響を受けやすい子どもの健康被害を

防止するために極めて重要であるといえる。

これまでの受動喫煙に関する研究は，屋内が中心であ

り，密閉された喫煙所であったり5），フロア分煙のホテ

ルであっても，受動喫煙を防止することができないこと

が報告されている8）。屋外における受動喫煙の研究は少

なく，また，2019 年に施行された改正健康増進法にお

いても，屋外の喫煙については，「周囲の状況に配慮」

という漠然とした基準となっており，屋外における受動

喫煙には事実上，制限が設けられていない9）。そこで，

本研究では，屋外の開放型喫煙所から発生するタバコ煙

に含まれる微小有害物質粉塵成分（PM2.5）について，
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喫煙所近辺の濃度を測定することにより10），児童生徒の

受動喫煙を防ぐための参考となるエビデンスを創出する

ことを目的とした。

Ⅱ．方法

1．使用機材と測定条件

京都市内の某施設において，2地点の屋外喫煙所で測定

を行った。測定日時は2019年3月10日午前9時～11時で，

天候は晴れ，平均風向は北西，平均風速 0.11 m/s であっ

た。いずれの喫煙所においても，仕切りや囲い等のない

オープンスペースであり灰皿のみが設置されていた。

測定装置は，トランステック株式会社の SIDEPAKTM

個人用粉塵曝露モニタモデル AM510 を用い，微小粒子

状物質（PM2.5）の測定を1秒ごとにリアルタイムで行い，

5 秒移動平均値を記録した。装置は粉塵の吸入口が床か

ら 120 cm の高さになるよう調整した三脚の上に設置し

た（図 1）。装置の吸入口の高さは，厚生労働省による

職場の空気環境の測定方法等を参考にした11）。

喫煙所灰皿上で人工的にタバコ煙を発生させた。人工

的なタバコ煙の発生方法は，シリコンチューブをコネク

ターにしてタバコ（セブンスター）1 本をとりつけ，着

火後，カテーテルチップ付き 50 ml シリンジにて吸引

して連続的に煙を発生させた。1 本のタバコの燃焼時間

は平均 4 分であった。なお，成人の 1 回換気量は約 500 

ml であるが12），本研究ではその 10 分の 1 の 50 ml のシ

リンジを用いた。

なお，本測定は，いずれの地点においても施設所有者

の了解を得て実施した。

2．測定場所

①某施設の屋外休憩室外に設置された開放型喫煙所周囲

測定位置（Test Point：TP）は，タバコ煙発生場所か

ら北方向へ 3 m（TP1），南方向へ 5 m（TP2），北西方

向へ 7 m（TP3），TP1 から東へ 3 m（TP4），TP1 から

東へ 7 m（TP5），TP1 から東へ 14 m（TP6）の 6 カ所

で同時刻に測定を行った。その後引き続き，TP1，TP2，

タバコ煙発生場所から南東方向へ 6 m（TP7），TP7 か

ら東へ 4 m（TP8），TP7 から東へ 9 m（TP9），TP7 か

ら東へ 13 m（TP10）の 6 カ所で同時刻の測定を行った 

（図 2a）。

図 1　使用機器とタバコ煙発生方法

図 2　測定場所

a．屋外休憩室外に設置された開放型喫煙所周囲

b．建物出入口横に設置された屋外喫煙所から建物内
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② 某施設建物出入口横に設置された屋外喫煙所及から建

物内

建物出入口横に設置された屋外喫煙所灰皿位置でタ

バコ煙を発生させ，タバコ煙発生場所から 1 m の出入

口前（TP11），出入口と建物廊下へ入るための二つの自

動ドアの間にある風除室（TP12），出入口から 6 m 建物

内廊下（TP13），出入口から 13 m 建物内廊下（TP14），

出入口から 21 m 建物内廊下（TP15）の 5 カ所で同時測

定を行った（図 2b）。

3．測定時間

TP1 から TP6 での測定は 8:46–9:00 までタバコ煙発

生の無い状態で測定し，タバコ煙発生以降との比較

データとして採取した。その後タバコ煙の発生を開始

し，9:00–9:14 までの 14 分間測定を行った。TP1，TP2，

TP7 から TP10 での測定を 9:15–9:46 の 31 分間行った。

TP11 から TP15 では 10:00 から測定を開始したが，間も

なく施設使用者から施設内でタバコ臭があるとの指摘が

あり，10:07 に測定中断し終了した。屋外休憩室周囲で

の測定時には測定場所付近での車及びバスの走行につい

て記録を行った。また，測定中に喫煙所を使用する喫煙

者へは使用を拒まず，喫煙者の滞在時間の記録を行った。

Ⅲ．結果

1． 屋外休憩室外に設置された開放型喫煙所周囲のPM2.5

濃度

図 3 に TP1 か ら TP6， 図 4 に TP1，TP2，TP7～10

の PM2.5 濃度を時系列で示す。横軸の▲はタバコ煙を

発生するためのタバコに着火したことを示す。■は喫煙

所で喫煙者があったことを示し，つながる矢印は喫煙者

の喫煙時間を示している。また，〇は測定場所付近を車

が通過した時刻である。プロットエリア上の実線は，環

境基本法第 16 条第 1 項に基づく環境基準で，人の健康

を維持するうえで維持されることが望ましいとして，1

日に暴露される PM2.5 の平均値が 35 μg/m3 以下である

とする値を示している13）。

タバコ煙を発生させない時間には環境基準を超える値

は測定されず，PM2.5 高値の出現はタバコ煙排出開始以

降であった。測定開始後タバコ煙排出開始までの間に，

喫煙者が 2名あったが，両名とも新型タバコを使用して

いたため，PM2.5 の上昇は見られなかった。

PM2.5 濃度は，タバコ煙発生場所から近いほど高く，

3 m 離れた TP1 で，タバコ煙発生 1 分，9 分，10 分，

11分後に一時的な上昇がみられ，最大は316 μg/m3であっ

た（午前 9時 9分）。煙の移動は風向きに影響されるが， 

タバコ煙発生場所から6 mまでの範囲内では約200 μg/m3 

の高濃度が観測され，十分に距離の離れた TP6，TP9 で

も環境基準値を超える値が測定された。

2． 某施設建物入口の外すぐ横の屋外喫煙所及び施設建

物内における PM2.5 濃度

図 5に某施設建物出入口の横の屋外喫煙所及び施設建

物内における PM2.5 濃度を時系列で示す。横軸の▲は

タバコ煙を発生するためのタバコに着火したことを示

す。出入口は，通行人が連続することを想定して，調査

者が建物内への出入りを繰り返し，出入口及び風除室か

ら建物内に入るための自動ドアを開閉している。

出入口前 TP11 の PM2.5 濃度は，タバコ煙の発生後

から上昇し，発生中は間歇的に極めて高値となり，発生

6分後に最大で 1143 μg/m3 の値が観測された。調査者の

出入りに伴い，肉眼的にも多量のタバコ煙が建物内に流

入した。風除室内の PM2.5 濃度はタバコ煙発生後から

上昇し，間歇的に極めて高値となり，発生 5分後に最大

で 149 μg/m3 の値が観測された。ドアから 6 m，13 m， 

21 m 地点における建物内の PM2.5 濃度は発生後より

徐々に上昇し，すべての地点で環境基準を上回った。屋

外の喫煙場所からドアを通して 21 m の TP15 より距離

の離れた場所で施設使用者からタバコ臭の指摘があった。

Ⅳ．考察

本調査では，屋外における灰皿のみの開放型喫煙所

から発生するタバコ煙が周囲に及ぼす影響について，

PM2.5 濃度を測定することにより検討を行った。その結

果，屋外喫煙所においては，喫煙所から 3 m 離れた地

点で PM2.5 濃度が間歇的に極めて高値となり，喫煙所

から最大 18 m 離れた地点においても環境省が定めた大

気環境基準を一時的に上回った。

また，建物の入り口の外側すぐに設置された屋外喫

煙所から発生するタバコ煙は，建物内にも流入し，喫

煙所から 18～21 m 程度までの建物内の地点においても

PM2.5 濃度は環境基準を上回った。また，その影響は喫

煙所でのタバコ煙の発生終了後もしばらく持続した。バ

ス停や建物の出入り口に隣接する開放型喫煙場所の近辺

を通学する児童生徒は高濃度の受動喫煙の曝露を受けて

いる可能性が示唆された。

大気環境基準は 1日平均としてそれ以下の値であるこ

とが望ましいとされているものであるが，PM2.5 の影響

は基準値以下であれば健康障害の発生がみられないので

はない。特にタバコ煙から発生する PM2.5 には同時に

多種の有害成分の飛散を伴っていると考えられ，人の感

受性次第では基準値以下，かつ短期間の暴露であっても

健康障害が引き起こされることがある。そのため，本調
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査における PM2.5 濃度の評価においては大気環境基準

の値を参考値として用いている。

2019 年に施行された改正健康増進法では，屋内の受

動喫煙対策はとられているものの，屋外の喫煙について

は，「周囲の状況に配慮」というあいまいな基準である9）。 

これは，屋外におけるタバコ煙が及ぼす影響について，

天候や風向きによりその程度が変わるため，一定の基準

を設けることが難しいためであると考えられる。そのた

図 3　屋外休憩室外に設置された開放型喫煙所からの PM2.5 飛散状況（TP1～6）
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め，現状では，灰皿のみ設置してあるオープン型の屋外

喫煙所がバス停や小規模の施設の屋外を中心に未だ多く

存在している。屋外においてどの程度の距離まで受動喫

煙が及ぶかについて，その科学的根拠となるデータが少

なく，屋外の受動喫煙を防止するための根拠に基づいた

指導等は行われていない14）。屋外の喫煙場所から漏れ出

すタバコ煙について検討した報告は少なく，日本の市

街地の屋外喫煙場所付近で PM2.5 濃度を測定した報告

では，喫煙場所から 25 m 離れた場所まで影響が及ぶと

され15），また，大学構内において本調査と同様に仕切り

等のない屋外の喫煙場所近辺で測定した PM2.5 濃度は，

喫煙所より 5 m 離れた場所でも環境基準を超える値と

なり喫煙所周囲を通るだけで重大な健康リスクを受ける

恐れが指摘されている16）。屋外における喫煙場所から漏

れ出る PM2.5 濃度を測定した 18 研究のメタアナリシス

では，高濃度の PM2.5 が屋外における開放型あるいは

半開放型の喫煙場所のみならず隣接する屋内の禁煙エリ

アにおいても認められている17）。また，屋外での受動喫

煙は短時間であっても女性の喘息患者における呼吸機能

を有意に悪化させることが報告されている18）。これらの

報告は，環境条件は異なるものの今回の測定と同様，喫

煙場所からかなり離れた場所，あるいは隣接する屋内の

図 4 屋外休憩室外に設置された開放型喫煙所からの PM2.5 飛散状況（TP1，2，7～10）
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禁煙エリアまでタバコ煙による影響があることを示して

いる。今後はエビデンスの集積により，屋外の受動喫煙

についても，屋内と同様の具体的な規制を設定すること

が望まれる。

日本では，健康と喫煙に関する指導について，小学校

から高等学校までの発達段階に応じた内容の充実が図ら

れ，継続的かつ系統的な指導が実施されている。医療系

学部の新入生を対象に行われた調査では，「タバコを吸っ

ている人には近づかないでおこうと思う」といった受動

喫煙に関連する項目では，高校までの喫煙防止教育の受

講認知回数が 3回以上の者は 2回以下の者より有意に高

かったことから，就学年齢における教育が一定の成果を

あげていると言える19）。また，親が喫煙を行う児童の尿

中コチニン値は両親の喫煙本数が多いほど有意に高かっ

たが，フォローアップ健診を行うことで両親の喫煙行動

が有意に変化していることが明らかとなっている20）。さ

らに，喫煙者に対して受動喫煙が他者に悪影響を及ぼす

という認知を高める指導が，喫煙者自身の禁煙への関心

図 5 建物出入口横に設置された屋外喫煙所から建物内への PM2.5 飛散状況（TP11～15）
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につながるとされる21）。しかし，受動喫煙が健康に及ぼ

す害について，就学年齢層への教育は十分であると言え

ない。高校生に対する受動喫煙に関する調査報告22）では，

受動喫煙という言葉自体は多くの高校生に認識されてい

るが，どのような行為が受動喫煙にあたるかという認識

については十分とは言えないことが示されている。これ

らの報告から，屋外における受動喫煙についても屋内と

同様に法的な整備を設け，子どもやその親に対してエビ

デンスに基づいた指導を行うことで，現状の認知を高め

ることができると考えられる。認知の高まりは子ども自

身の受動喫煙に対する回避行動，親の子どもの行動範囲

における環境整備への関心を高めることが期待できるこ

とから，子どもの屋外における受動喫煙曝露を軽減でき

る可能性が高い。

本研究の限界として，第一に，PM2.5 はタバコ煙以外

に自動車から排出されたばい煙等の排気ガスからも発生

するため，タバコ煙以外による PM2.5 の影響が考慮さ

れていない。今後は，空気中のニコチン濃度の測定も同

時に測定する必要がある。第二に，屋外の環境や設置条

件等により，屋外の受動喫煙の影響はかなり変化する可

能性がある。風向は時間により常に変化し，雨天時よ

りも晴天時の方が粉塵成分は遠方まで飛来すると考え

られる。また，建物外すぐにある屋外のオープン型喫煙

所においても，ドアの開け閉めの頻度などによってもタ

バコ煙の流量や濃度は変化する可能性がある。今後は，

PM2.5 の測定と同時に風向計による風向の評価を行った

り，同じ場所で天候，季節，周囲の物理的な状況が異な

る場合も検討する必要があると思われる。第三に，タバ

コ煙を人工的に発生させていることである。発生させた

タバコ煙は，通常，喫煙者が喫煙する量よりもかなり少

ないが，実際の喫煙者の喫煙状況とはやや異なると考え

られる。

Ⅴ．結論

今回検討した開放型の喫煙場所では，屋外であっても

タバコ煙が高濃度で周囲に露出し，喫煙場所から水平距

離で 18 m まで及んでいることが明らかとなった。また，

屋外であっても建物の出入り口に隣接する喫煙場所で

は，出入り口のドアの開閉時にタバコ煙が建物内に流入

し，その影響は喫煙場所から水平距離で 21 m まで及ん

でいた。これらの結果から，バス停や，建物の出入り口

に隣接する開放型喫煙場所の近辺を利用する児童生徒は

日常的に受動喫煙の曝露を受けている可能性がある。そ

のため，屋外の受動喫煙についても，様々な条件を考慮

した測定データを積み重ねることにより，室内と同様の

具体的な基準を設定することが望まれる。また，今後は，

屋外における受動喫煙の影響について科学的根拠に基づ

いた具体的な指導を行う必要があると考えられた。
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